
●事務事業整理表

（単位：千円）

所管課名 予算事業名 №
事業
区分

事 務 事 業 （ 業 務 ） 名 事業目的 対象者 主 な 内 容 総 事 業 費 総合評価 今後の方向性

建築指導課 建築審査会 1 ④ 建築審査会

　建築行政の公正な運営を図るため、建
築基準法第78条第1項の規定に基づ
き、法に規定する同意及び審査請求に対
する議決を行うとともに、法の施行に関
する重要事項を調査審議する。

市民
市
事業者

・建築基準法に規定する同意
・建築基準法第94条第1項の審査請求
に対する裁決についての議決
・特定行政庁の諮問に応じて、法施行に
関する重要事項を調査審議

1,587 A 継続

建築確認 1 ④
中高層建築物に係る建築紛争の予防及び
調整条例届出

　中高層建築物の建築に係る計画の事前
公開並びに紛争解決のためのあっせん及
び調停に関し、建築紛争の予防及び調整
を図り、良好な近隣関係及び生活環境の
保持に資することを目的とする。

市民
事業者

・建築紛争調停委員会事務局事務
・条例に基づく指導、届出の受理
　　標識設置
　　近隣住民等に対する説明に係る報告

1,145 A 継続

2 ④ 小規模住戸形式集合住宅指導要綱届出

　小規模住戸形式集合住宅の建築計画及
び管理について必要な基準を定めること
により、建築に伴う紛争を未然に防止す
るとともに、良好な居住環境の確保を図
ることを目的とする。

市民
事業者

・指導要綱に基づく指導、届出の受理
　　標識設置

1,145 A 継続

3 ④ 建築確認申請審査及び検査

　建築基準法の適正な運用を図ることに
より、市民の生命、健康及び財産の保護
を図ることを目的とする。 建築主

・建築確認申請、検査、許認可に関する
手続き事務、及び事前相談
・建築基準法に関する窓口相談対応
・指定確認検査機関からの報告書審査事
務等

37,392 A 継続

4 ④ 建設リサイクル法届出

　届出制度の適正な運用を図ることによ
り、解体工事等で発生する建設資材廃棄
物の分別と、特定の廃棄物についての再
資源化を促進することを目的とする。

建築主

・建設リサイクル法の届出受理、審査事
務
・解体現場等のパトロール 2,290 A 継続

5 ④
建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律届出

　建築物のエネルギー消費性能の向上を
図ることを目的とする。

建築主

・法令に基づく届出の受理及び審査事務
・建築物省エネ法に基づく認定手続き事
務 3,816 A 継続

6 ④ 長期優良住宅の認定

　認定及び認定を受けた計画に基づき維
持保全された住宅を長期にわたり良好な
状態とすることを目的とする。 建築主

・長期優良住宅の認定手続き事務
・認定長期優良住宅の維持保全状況につ
いて、認定実施者への報告徴収 15,262 A 継続

7 ④ 低炭素建築物の認定

　低炭素建築物の認定により、都市の低
炭素化を図ることを目的とする。

建築主

・低炭素建築物の認定手続き事務

764 A 継続

8 ④ 福祉のまちづくり条例届出

　届出制度の適正な運用により、高齢
者、障害者等が円滑に利用できる施設の
整備を促進することを目的とする。 建築主

・条例に基づく届出の受理及び審査事
務、及び完了検査

2,290 A 継続

9 ④ 違反建築物指導

建築基準法に基づき、違反建築物の是正
指導を行う。 市民・企業（建築

物の所有者及び管
理者）

・市民からの情報提供による違反指導
・事故を受けた緊急点検による立ち入り
調査及び是正指導
・防災週間におけるフォローアップ
・空き家の管理に係る指導

5,342 A 継続

10 ① 建築物耐震改修促進事務

「改定川越市建築物耐震改修促進計画」
に基づき、耐震診断とその結果による耐
震改修を促進することで、地震災害に対
して市民の生命と財産を保護する。

市民・企業・事業
課（建築物の所有
者）

・無料耐震相談会の開催
・耐震診断（改修）補助金に係る事務
・既存建築物の耐震化状況の実態調査
（民間建築物・市有建築物）

2,350 A 継続
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11 ① アスベスト含有調査補助金

「川越市民間建築物吹付けアスベスト含
有調査事業補助金交付要綱」に基づき、
市民の健康被害を予防し、生活環境の保
全を図る。

市民・企業（建築
物の所有者）

・補助金交付に係る事務
・民間建築物の台帳管理

1,908 C 継続

12 ① ブロック塀撤去補助金

「川越市既存ブロック塀等撤去補助金交
付要綱」に基づき、既存ブロック塀等の
撤去を促進することで、地震災害に対し
て市民の生命を保護する。

市民・企業（ブ
ロック塀等の所有
者・管理者）

・補助金交付に係る事務

2,398 C 継続


